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（２）三重県医師会産業医部会新設に向けた取り組み

三重県医師会理事　　   田中　孝幸
・・・

○川上理事長（司会）　それでは次に、「三重県医師会産業医部会新設に向けた取り組み」
について、三重県医師会の会場から三重県医師会理事、日本医師会産業保健委員の田中孝
幸先生にお願いいたします。それでは、田中先生、お願いいたします。

○田中・三重県医師会理事　よろしくお願いします。三重県医師会産業保健担当理事の田
中でございます。ただいまから三重県医師会産業医部会設立に向けた取り組みについてお
話をさせていただきます。
　まずは三重県の概要について説明します。【資料 5-1】

　総人口１７８万、南北に長く、山地、平野、海岸地域と変化に富んだ地形と美しい自然
に恵まれた県です。古くから開けた三重県は、伊勢神宮をはじめ、２０１６年にＧ７伊勢
志摩サミットが開かれた伊勢志摩国立公園や、Ｆ１グランプリが開催される鈴鹿サーキッ
ト、ナガシマリゾートなどの観光資源も充実しています。主な産業は、ホンダ、トヨタな
どの輸送用機械メーカー、シャープなどの電子部品、四日市コンビナートにある化学工業、
その他農業、林業、漁業も盛んな地域であります。
　次は三重県医師会館の概要です。【資料 5-2】

【活動報告】
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　県庁所在地の津にあり、この建物の中には、三重産業保健総合支援センター、また、そ
の他の医部会の事務所が置かれております。
　医師会の会員数は２９１０名、Ａ会員１１７８名、Ｂ会員１５７２名です。【資料 5-3】

　郡市医師会は、三重大学も含め、北の桑名から南の紀南医師会まで１５あります。【資
料 5-4】
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　当県における日本医師会認定産業医有資格者は９２０名、そのうち三重県医師会員は
７５５名、８２％です。【資料 5-5】

　次に、男女の割合を見てみますと、男性６５５名、８７％、女性１００名、１３％でし
た。これは全国平均より男性が少し多くなっています。【資料 5-6】
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　また、会員区分を見ますと、Ａ会員３７８名、５０％、Ｂ会員３６１名、４８％でした。
【資料 5-7】

　日本医師会員は６６９名で、非会員は８６名おり、日本医師会への入会を促進しており
ます。【資料 5-8】
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　平成２年日医認定産業医制度が発足したときから有資格者数の年次を追ってみますと、
当初は９８名で発足し、令和２年に９２０名と増加しております。ただ、新規認定者が徐々
に減少しているのが気になるところです。【資料 5-9】

　二次医療圏別に有資格者を見ますと、北勢、中勢、南勢と大体均等に分布しています。【資
料 5-10】
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　県下の事業所数は、産業医を必要とする労働者５０名以上の企業が２２６４社、全事業
所数の４．６％でした。計算上では、産業医１人につき２．４６社を担当することとなりま
す。【資料 5-11】

　現在、医師会産業保健事業として、産業医委員会と産業医研修連絡協議会があります。【資
料 5-12】
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　産業医委員会は、郡市産業保健担当理事、三重産業医会、県医師会産業保健担当理事の
２４名で構成され、年１回、産業医研修事業、産業医活動に関することについて検討して
おります。
　また、産業医研修連絡協議会は、県医師会担当理事、産業医委員会委員長と副委員長、
労働局、労働基準協会連合会、産業保健総合支援センターの２０名で構成され、年２回開
催され、研修事業の企画・立案などについて話し合っております。【資料 5-13】

　これまでが三重県医師会産業保健活動の概要です。さて、次から三重県医師会産業医部
会設立に向けた話をさせていただきます。
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　産業医を取り巻く現状として、働き方改革関連法が成立し、産業医、産業保健機能の強
化や治療と仕事の両立支援等を推進することとなり、今まで以上に産業医に求められる職
責は高まっております。【資料 5-15】

　平成３１年４月１１日、三重県医師会定例理事会で、４月４日に日医で開催された都道
府県医師会産業保健担当理事連絡協議会の内容、日医主導の産業医の組織化について報告
させていただきました。【資料 5-14】

　次に、産業医が抱える課題として、産業医の地位向上や仕事の内容に見合った報酬、地
域偏在や需給問題、あるいは中立性を保つために産業医を守る体制づくりが重要であり、
そのために多職種との連携や情報交換の場など、組織としての対応が急務であります。
　最後に、組織化の目的として、産業医が安心して産業医活動に専念できる環境・体制づ
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くりに向け、各都道府県医師会に設置されている産業医部会と連携し、日医主導で産業医
の全国ネットワークづくりを進めたい旨について説明をいたしました。
　次は産業医組織における段階別事業内容ですが、スキルアップ、情報提供、相談対応、
事業所あっせん、活動支援、その他があり、三重県の場合、この都道府県医師会が目指す
組織の段階はステップ３に相当します。今後、まずは医部会を設置してステップ４へ進め、
日医が進める最終目標に取り組めるよう説明をいたしました。【資料 5-16】

　産業医部会の設置状況は、ある県が２０県、ない県が２７県で、三重県は「ない」方に
入っておりました。【資料 5-17】
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　平成３１年４月２５日、三重県医師会定例理事会で、産業医の組織化に関する検討会を
開催し、検討していきたい旨、この資料のとおり提案し、了承されました。【資料 5-18】

　第１回検討会は翌月の令和元年５月３０日に開催、出席者は三重県医師会産業保健担当
理事、産業医委員会委員長、副委員長、三重大学公衆衛生・産業医学分野教授といたしま
した。開催内容は、三重県においては産業医部会がございませんので、今後、産業医の組
織化も含め、どのような形で参画していくのか等を検討していくとことにいたしました。
　令和元年５月３０日、前述のメンバーで産業医の組織化に関する検討会を開き、検討会
の名称を三重県医師会産業医部会設立検討委員会としました。【資料 5-19】
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　会議では、平成３１年４月４日に日医が開催した都道府県医師会産業保健担当理事連絡
協議会の内容のほか、中部各県医師会の産業医会の設置状況、県医師会産業保健関係の会
の活動内容と構成員等の説明をいたしました。また、産業医部会を設立する方向で検討し
ていく旨を次回の理事会で報告することを決定しました。
　これが設立検討委員会のメンバーで、松本会長をはじめ１２名です。【資料 5-20】

　今後、設立検討委員会は計６回にわたり、私が参加させてもらっている日医産業保健委
員会の開催後にするよう日程を組みました。【資料 5-21】
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　次の資料からは、日医の産業保健委員会の報告事項と県の設立検討委員会での協議内容
を別の色で表示しております。第２回設立検討委員会では、日医第４回産業保健委員会の
報告で、各都道府県における日医認定産業医に関する組織活動の実態調査結果、各都道府
県の産業医部会・委員会設置状況、設置県の役員構成、会則、会費、また、産業医紹介シ
ステムに係る民間事業者のヒアリングについて説明し、県産業医部会の年会費、会則、紹
介システムはどのようなものになっていくかを検討しました。【資料 5-22】

　第３回設立検討委員会では、日医第５回産業保健委員会の報告で、各地区の産業医活動、
産業医に関する組織活動実態調査結果、日医産業保健委員会中間答申について説明し、県
産業医部会の会員資格等について検討しました。【資料 5-23】



102

　第４回設立検討委員会では、日医第６回産業保健委員会の報告で、今日行われている第
１回全国医師会産業医部会連絡協議会の開催、産業医契約支援モデル事業について説明し、
県産業医部会の会則などについて検討しました。【資料 5-24】

　第５回設立検討委員会では、日医第７回産業保健委員会の報告で、産業医契約等支援モ
デル事業の協力委託業者紹介、埼玉県・東京都医師会事前打合せについて説明しました。
県産業医部会に関する協議では、年会費をどうするのかを検討し、今後約２年間は今まで
と産業医部会の活動は変わらない方向なので、年会費は徴収しないといたしました。さら
に、会則案を提案し、検討しました。【資料 5-25】
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　第６回設立検討委員会では、日医第８回産業保健委員会の報告で、産業医制度の現状と
課題、認定産業医の実態調査、組織化、事業、産業医モデルの事業の進捗状況を説明しま
した後、会則の承認、産業医部会設立の決定をいたしました。【資料 5-26】

　令和２年３月１２日、三重県医師会定例理事会で、６回にわたり開催した設立検討委員
会における検討結果を報告するとともに、産業医のための組織化を図り、産業医が安心し
て産業医活動に専念できる体制づくりを目的として、三重県医師会産業医部会を立ち上げ
たい旨を説明し、また、会則、役員選任について提案し、承認されました。その結果、令
和２年４月１日に三重県医師会産業医部会を設立することが決まりました。【資料 5-27】
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　産業医部会を設立したことは、郡市医師会長、郡市医師会産業保健担当理事宛てに文書
にて周知したほか、会員へは「三重医報」４月号へ折り込み案内をしました。【資料
5-28】

　今後、日医が産業医組織化に向けて取り組む必要性が高い施策として、事業所と産業医
のマッチング、事業所との契約や報酬交渉、煩わしい事務作業等の代行サポート、嘱託産
業医ストレスチェック実施に対する支援事業が挙げられます。三重県医師会は、日本医師
会主導による産業医紹介事業者を活用した産業医契約等支援モデル事業に手挙げし、来年
度から開始予定です。【資料 5-29】
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　これがモデル事業のスケジュールで、三重県は２０２１年１月から業者との打合せが始
まります。【資料 5-30】

　次の資料は三重県医師会産業保健事業のイメージです。日本医師会と連携を取り、年に
２回運営委員会を開催します。その上で、医師会産業医部会は、今までの医師会産業医委
員会と産業医研修連絡協議会の統括的な役割をしていきます。【資料 5-31】
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　今後の三重県医師会産業医部会は、非会員への医師会入会促進を図るとともに、産業医
が安心して産業医活動に専念できる環境・体制づくりに向け、日本医師会と連携しながら
産業医部会を推進してまいります。また、新たな実務的な課題として、今回のＣＯＶＩＤ
－１９のような新型感染症が拡大した際の産業医研修会の開催方法など、今年度より対策
を検討し、取り組まなければならないと思います。【資料 5-32】

　ご清聴どうもありがとうございました。

○相澤委員長（司会）　田中先生、どうもありがとうございました。産業医委員会から今
度部会に立ち上げるということ、大変なご苦労かと思いますけども、ステップ３から４に
なって、また、全国の県医師会のモデルとしてこれからご活用いただけると思います。ど
うもありがとうございました。


